
  

野々市市監査公表第１号 

 

 

 地方自治法 (昭和 22年法律第 67号) 第 199条第７項の規定により、野々市

市監査基準（令和６年野々市市監査委員告示第１号）に準拠し実施した財政援助

団体等監査の結果に関する報告を別紙のとおり決定したので、同条第９項の規

定により公表する。 

 

 

令和８年１月 27日 

 

 

野々市市監査委員 東 田 敏 彦 

 

                 野々市市監査委員 中 村 義 彦 
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令和７年度 財政援助団体等監査結果報告書 

 

１ 監査の対象 

令和６年度に財政援助を行った団体のうち、次の団体に対する補助金につ 

いて監査を実施した。 

 

監査対象団体 補助金の名称 所管部課 

富陽校下学童保育所 

こうさぎクラブ 
野々市市放課後児童健全育成事業補助金 

健康福祉部 

子育て支援課 

 

２ 監査の期間 

  令和７年 10月 31日から令和８年１月 27日まで  

 

３ 監査の実施場所 

  富陽校下学童保育所 こうさぎクラブ 1階 保育室 

 

４ 監査の執行者 

  監査委員 東田 敏彦 

  監査委員 中村 義彦 

 

５ 監査の範囲 

  令和６年度に執行された事業、会計経理等について。また、令和６年度に 

野々市市から交付された、富陽校下学童保育所こうさぎクラブへの補助金に 

係る出納及びその他出納に関連した事務の執行状況について。 

 

６ 監査の着眼点 

（１）「補助金等の交付団体」 

① 補助事業は目的に沿って適正かつ効率的に執行しているか。 

② 補助金に係る会計経理は適正に行われているか。 

③ 補助金等の算定は適正に行われているか。 

④ 資金を他に流用または不正に使用していないか。 

⑤ 出納関係帳票等の整備及び記帳は適正になされているか。また、領 

収書等の証拠書類の整備及び保存は適切か。 

⑥  現金や預金通帳、銀行印等の管理体制は適切か。 

⑦  決算報告書に誤りはないか。 

 

（２）「補助金等の交付団体の所管課」 

① 交付申請の手続きは適正に行われているか。 
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② 交付決定の手続きは適正に行われているか。 

③ 交付手続き及び会計経理は適正に行われているか。 

④ 交付確定の手続きは適正に行われているか。 

⑤ 交付基準は合理的で統一性のあるものとなっているか。 

⑥ 団体に対する指導監督は適正に行われているか。 

     

７ 監査の方法 

着眼点を主眼として、監査資料の提出を求め、関係諸帳簿等を調査・照合し、

必要に応じて担当者へ聞き取りを行ったほか、監査対象団体に出向き、所管課

同席のもと、団体の責任者より補助金に係る出納、その他の事務事業の執行に

ついて説明を受け、質疑応答による監査を実施した。 

  

８ 監査対象団体の概要 

 富陽校下学童保育所こうさぎクラブは、富陽小学校に就学している児童であ

って、その保護者が労働等により原則、昼間家庭にいないものにつき、家庭、

地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊び及び生活が可能となるよ

う、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等

を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的とし、保護者によって

設立・運営されている。 

 

監査対象団体 所 在 地 

富陽校下学童保育所 

こうさぎクラブ 
野々市市中林一丁目２番地７ 

 

９ 補助金の概要 

  監査の対象となる野々市市放課後児童健全育成事業補助金は、児童福祉法

第６条の３第２項に基づく放課後児童健全育成事業に要する経費に対する運

営の支援を目的に交付されている。 

 

 野々市市放課後児童健全育成事業補助金(令和６年度の交付状況) 

監査対象団体 補助金額 

富陽校下学童保育所 

こうさぎクラブ 
10,960,841円 

 

10 監査の結果   

 （１）補助金交付団体に対する監査の結果   

上記補助金に係る出納その他の事務の執行については、補助金の目的 

に沿って概ね適正に執行されているものと認められた。 
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（２）所管部課（健康福祉部 子育て支援課）に対する監査の結果 

上記補助金に係る出納その他の事務は、概ね適正に執行されているも 

のと認められた。 

 

 

11 総括                   

（１）放課後学童クラブは、放課後における児童の居場所として大変重要な

場所であるので、今後とも、保護者、職員の皆様には、入所している児童

が安全安心で、楽しく過ごせる場所となるよう、ご尽力をお願いしたい。 

                     

（２）所管課である子育て支援課は、放課後学童クラブの指導育成という面

で、今後とも、積極的に関わりを持ち、事業の推進に力を入れていただき

たい。 


